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令和６年２月２９日付け行政処分 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）の規定

により，次の事業者に対して不利益処分を行いました。 

 

被処分者の名称及び代表者の氏名 

被処分者の名称：株式会社サンテック 

代表者の氏名：小谷 守 

 

許可の種類 

一般廃棄物収集運搬業の許可 

一般廃棄物処分業の許可 

一般廃棄物処理施設の設置許可 

産業廃棄物処分業の許可 

産業廃棄物処理施設の設置許可 

 

許可の番号 

一般廃棄物収集運搬業：第２００１２９号 

一般廃棄物処分業：第２０００４７号 

一般廃棄物処理施設：旭環対指令第１９０２７７号 

産業廃棄物処分業：第０５０２００６０４１２号 

産業廃棄物処理施設：旭環対指令第１６００４２号 

 

許可年月日 

一般廃棄物収集運搬業：令和４年８月２４日 

一般廃棄物処分業：令和４年６月１３日 

一般廃棄物処理施設：平成２０年３月１８日 

産業廃棄物処分業：令和２年９月８日 

産業廃棄物処理施設：平成１６年１０月２５日 

 

事業の範囲 

一般廃棄物収集運搬業：伐採後の木の根，枝，ぼさ。積替保管なし。 

一般廃棄物処分業  ：破砕（伐採後の木の根，枝，ぼさ，廃木製品（再生利用が確実なものに 

限る。））。 

産業廃棄物処分業    ：破砕（木くず）。 

 

 



施設の種類 

一般廃棄物処理施設：ごみ処理施設（伐採後の木の根，枝，ぼさ，廃木製品（再生利用が確実な 

ものに限る。）の破砕施設） 

産業廃棄物処理施設：木くずの破砕施設 

 

処分の内容 

一般廃棄物収集運搬業の９０日間の事業停止 

一般廃棄物処分業の９０日間の事業停止 

一般廃棄物処理施設の９０日間の使用停止 

産業廃棄物処分業の９０日間の事業停止 

産業廃棄物処理施設の９０日間の使用停止 

 

停止期間 

令和 ６年 ３月 １日から令和 ６年 ５月２９日まで 

 

処分の理由及び処分の根拠となった条文 

被処分者は，少なくとも令和４年４月から令和５年１１月までの期間において合計で約１０，１

３６．２ｔの一般廃棄物及び産業廃棄物の木くず等について，設置許可を受けていない破砕施設

にて処理を行った。このことは，法第８条第１項及び法第１５条第１項の規定に違反し，一般廃

棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の無許可設置に該当するため。 

 

 


